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猫を飼っておられる皆さまへのお願い 

猫は可愛い動物ですが、ときに若しくは頻繁にご近所のおうちに出

入りし糞尿したり、恋の季節には異性を求めて徘徊したりして結果

的に不幸な子猫を増やすことになります、そして地域の皆様にご

迷惑をかけることにもなります。 

 

 飼い主の方は次のルールを守って飼育してください。 

・最後まで責任をもって飼育してください。 

・室内飼育をしましょう。 

・外へ出る可能性がある場合は、不妊去勢手術をしてください。 

・首輪と迷い子札、マイクロチップ装着など飼育者明示をしてくだ

さい。 

＜動物の愛護及び管理に関する法律では、飼い主の終生飼育の努力規定と、みだりに繁殖し

て適正な飼育が困難となる恐れがある場合の繁殖制限の義務が明言されています（第７条、

第３７条）＞  
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